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消防庁では、防火対象物の大規模化・高層化や社
会情勢の変化等を踏まえ、予防行政について制度全
般を検討することを目的として、平成18年７月から
「予防行政のあり方に関する検討会」を設置し、幅広
く検討を行っているところです。
本検討会における平成18年12月の中間報告後の取

組として、平成19年６月に公布した改正消防法への

対応及び最近の重大火災への対応を図るため、大規
模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン、宝
塚市カラオケボックス火災や渋谷区温泉施設爆発火
災を踏まえた必要な安全対策について検討し、平成
19年12月に２回目の中間報告として取りまとめまし
た。以下、その概要について説明します。

大規模地震等に対応した自衛消防力の確保につい
ては、平成18年12月の中間報告で、多数の者が利用す
る大規模・高層の建築物等における消防計画の作成
と自衛消防組織の設置についての提言がなされ、こ
の提言を踏まえた消防審議会の答申を受けて、平成
19年６月に消防法の一部改正が行われたところです。
この法案の衆議院及び参議院それぞれの審議にお

いて、「事業所の行う防災管理が地震対策の新技術等
を踏まえた実効的なものとなるよう、防災管理者等に

対する講習内容の充実とともに、ガイドラインの作成
や情報提供等を行うこと」との附帯決議がなされてい
ます。
これを受けて、「予防行政のあり方に関する検討会」
では、消防計画作成ガイドライン等検討ＷＧを設置し
て引き続き検討を行い、今回の中間報告において「消
防計画作成ガイドライン」を取りまとめたところです。
なお、本ガイドラインは、今後、消防機関等に通

知される予定です。

「予防行政のあり方に関する検討会」における
「予防行政のあり方について（中間報告）」の取りまとめ

予防課

大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン
～ 災害想定に基づいた消防計画の作成 ～

１  ガイドラインの目的

２  ガイドラインの内容

 改正消防法に基づく事業所における大規模地震等に対応した自衛消防力の確保が実効的なものとなるよう、事業所が作成
する消防計画について、作成手順や盛り込むべき内容等をガイドラインとして示すことにより、その内容の充実を図るもの。

◎ 今後、以下のとおり充実強化していく予定
 ○ 各種業態の特性に応じた応急対策等の追加
 ○ 新たな知見や研究成果に基づいた災害想定手法、応急対策及び訓練手法等の追加

■作成手順等
○ 一定の規模の地震（少なくとも震度６強程度の地震）の
発生を想定し、これによる当該事業所における被害態様
を評価し、その結果に基づいて必要な応急対策や実施
体制を整理・検討して消防計画に盛り込む。

○ 消防計画に基づく訓練の結果等を踏まえ、定期的に見
直しを行う仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を導入する。

■盛り込むべき内容
 地震発生時の応急対策
 強い揺れに対する即時の安全行動とパニック防止
 防火対象物全体における被災状況の確認とこれに即した活動方針の決定
 落下物･転倒物や閉じ込め等に伴う被災者の救出･救護
 出火した場合の迅速な初期消火
 避難施設や消防用設備等の損壊･機能停止への対応
 停電、断水、通信障害、交通障害等への対応
 万一に備えた円滑な全館避難

適切な体制の構築
自衛消防組織の編成

☆１つの防火対象物に１人の
管理権原者が自衛消防組織を
編成する場合

各フロアごとに地区
隊を編成し、地区隊
①、②、③とする 地区隊①

本部隊

地区隊③

地区隊②

通報連絡班 初期消火班 避難誘導班 救出救護班

班長 班長 班長 班長

地区隊長①地区隊①

通報連絡班 初期消火班 避難誘導班 救出救護班

班長 班長 班長 班長
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通報連絡班 初期消火班 避難誘導班 救出救護班

班長 班長 班長 班長

地区隊長③
地区隊③

隊長 隊長 隊長

自衛消防要員講習修了者
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防災センター
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平成19年１月に発生し
た宝塚市カラオケボックス
火災を踏まえ、消防庁で
は所轄消防機関と連携し
て火災原因調査を行うと
ともに、全国の消防機関を
通じてカラオケボックスの
防火安全対策に関する再
点検と是正状況のフォロー
アップ、過去における火災
事例の調査・分析等を実
施してきたところです。
本検討会では、これらの

状況を踏まえつつ、同様の
被害を防止する観点から、
カラオケボックス等の防火
安全対策について、現状と
課題を整理し、対応の考え
方を取りまとめました。

平成19年６月に発生し
た渋谷区温泉施設爆発火
災を踏まえ、消防庁では
所轄消防機関と連携して
火災原因調査を行うとと
もに、全国の消防機関を
通じて温泉採取場所にお
ける安全対策の実態調査、
過去における可燃性天然
ガスに起因する火災の実態
調査等を実施してきたとこ
ろです。
また、関係省庁により

「温泉に関する可燃性天然
ガス等安全対策関係省庁
連絡会議」（消防庁、厚生
労働省、経済産業省、国
土交通省、環境省）が設
置されるとともに、温泉法
を所管する環境省において
「温泉に関する可燃性天然
ガス等安全対策検討会」が設置され、相互に連携を
図りながら検討を進めてきました。
本検討会では、これらの状況を踏まえつつ、同様

の被害を防止する観点から、温泉採取場所等の可燃
性天然ガス対策について、現状と課題を整理し、対
応の考え方を取りまとめました。

宝塚市カラオケボックス火災を踏まえた防火安全対策

渋谷区温泉施設爆発火災を踏まえた可燃性天然ガス対策
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現状と課題 対応の考え方

平成19年１月20日　宝塚市カラオケボックス火災

（死者３人  負傷者 ５人 
    建物概要：鉄骨造（地上２階建）  延べ面積218.14㎡）
防音構造の個室が密集した施設形態であること、自動
火災警報設備が設置されていないこと等から、火災発生
に気付くのが遅れた利用者が被災

〈制度的な課題〉
カラオケボックスは、火災に気付きにくく、潜在的に
逃げ遅れによる人命への危険性が大きいが、小規
模なカラオケボックスには自動火災報知設備の設
置が義務付けられていない※。

 ※現行基準: カラオケボックス等の遊技場に対しては、原
則として延べ面積300㎡以上（地階・無窓
階では床面積100㎡以上）の場合のみ、自
動火災報知設備の設置が義務付け

 
＜営業中のカラオケボックス等における課題＞
全国のカラオケボックスに関する防火安全上の再点
検の結果、管理面を中心に不備が多く見られるところ。
 
＜予防業務の実施体制上の課題＞
消防機関が実地に立入検査等を実施することが
できる範囲には限界がある現状

カラオケボックス等における安全確保のため、次
の措置を講ずることが必要

カラオケボックス等の危険性に応じた
防火安全対策の確保

予防業務の実施体制の充実

営業中のカラオケボックス等における安全確保

○すべてのカラオケボックス等＊（既存を含む。）に
対する自動火災報知設備の設置の義務付け

 　＊カラオケボックス等：カラオケボックス及び同様の危険
性を有する複合カフェ（いわゆる
ネットカフェ、漫画喫茶等）

・出火防止の徹底

・カラオケボックス等の事業者による自主的な取組の
促進

・消防機関による違反是正の徹底

・消防の広域化等による立入検査・違反是正の
体制強化

・立入検査の戦略的な実施等
・地域の実情に応じた総合的な取組の推進
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現状と課題 対応の考え方

平成19年６月19日　渋谷区温泉施設爆発火災

（死者３人  負傷者８人 
     建物概要：耐火造（地上１階地下１階建） 延べ面積153.71㎡）
温泉採取に伴い生じた可能性天然ガスに起因して
爆発火災が発生し、ガス漏れに気付かず同じ建物
内にいた従業員等が被災

〈制度的な課題〉
温泉採取に伴い発生する可能性天然ガスへの安
全対策は、現行の消防法令において規定されて
いない※。
 
 ※現行基準：可能性ガス対策として規定されているガス

漏れ火災警報設備は、延べ面積1,000㎡
以上の地下街や多数の者が出入りする地
階などに対してのみ設置が義務付け

 
〈営業中の温泉施設における課題〉
温泉採取に伴い発生する可燃性天然ガスの火災
危険性は温泉施設の関係者に必ずしも認識され
ておらず、十分な安全対策が講じられているとは
言い難い状況

温泉採取に伴い発生する可燃性天然ガスに対す
る安全確保のため、次の措置を講ずることが必要

温泉施設における可燃性天然ガス対策の確保

関係行政機関による安全対策の推進

温泉事業者による自主的な取組の促進

○温泉施設に対するガス漏れ火災警報設備の設
置の義務付け

 　　→ 対象：可燃性天然ガスにより火災の発生のおそれ
のある温泉採取設備が、屋内に設けられて
いる有人の温泉施設（既存を含む。）

・このほか、屋内における可能性ガス対策として、滞
留防止、着火防止、安全管理上必要な監視・制
御、応急活動体制の確保　等

・温泉施設を営む者の責務として、自ら対策を実施

・可燃性天然ガスの危険性や安全対策の必要性等を
周知徹底

・消防機関による消防法令上の届出・検査等を通じ
た対策の徹底

・温泉担当部局をはじめ関連部局との緊密な連携
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